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　納
付
さ
れ
た
税
金
は
、
子
育
て
や
福

祉
・
医
療
・
教
育
・
環
境
・
防
災
な
ど

の
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
財
源

と
な
り
ま
す
。

　ま
た
、
皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得

や
所
有
財
産
・
資
産
に
応
じ
て
税
金
を

納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
誰
も
が
安
心
し

て
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
受
け

る
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み

に
な
っ
て
い

ま
す
。

　税
金
を
滞

納
す
る
と
、

所
定
の
延
滞

金
が
課
せ
ら

れ
る
場
合
が

　税
金
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
支
え
る
貴
重
な
財
源
で
す
。

　税
金
の
期
限
内
納
付
に
引
き
続
き
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

税
金
は
生
活
を
守
る
た
め
の

貴
重
な
財
源
で
す　

市
で
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
お

勧
め
し
て
い
ま
す
。

　一
度
口
座
振
替
の
登
録
を
す
れ
ば
、

解
除
の
手
続

き
な
ど
を
し

な
い
限
り
、

引
き
落
と
し

で
の
納
税
が

継
続
さ
れ
ま

す
。
窓
口
に

行
く
手
間
や

税
金
の
納
め
忘
れ
が
な
く
、
便
利
で
確

実
で
す
。

登 

録
方
法
…
納
税
通
知
書
に
添
付
さ
れ

　県と県内全市町村は、10月～12月を滞納整理

強化期間として、「ストップ！　滞納」を合言葉に、

滞納整理を強化します。

　税金の滞納は、納期限内に納税している方との

公平性を欠くものです。

　納税資力がありながら税金を滞納している方に対しては、財産の調査・差し

押さえを実施するなど、県と市町村が一丸となって集中的に滞納整理を進めま

す。

10月～12月は滞納整理強化月間です

便
利
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

て
い
る
口
座
振
替
依
頼
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
届
け
出
印
を
押
印
の

上
、
直
接
収
税
課
（
本
庁
舎
２
階
）
・

市
民
セ
ン
タ
ー
・
取
引
先
の
金
融
機

関
の
窓
口

＊
口
座
振
替
依
頼
書
が
な
い
場
合
は
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
同
課
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

＊
届
け
出
印
の
間
違
い
が
多
く
見
受
け

ら
れ
ま
す
。
十
分
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
口
座
振
替
が
で
き
る
金
融
機
関

●
足
利
銀
行
▼

青
梅
信
用
金
庫
▼

群
馬

銀
行
▼

埼
玉
縣
信
用
金
庫
▼

埼
玉
り
そ

な
銀
行
▼

中
央
労
働
金
庫
▼

東
和
銀
行

▼

八
十
二
銀
行
▼

飯
能
信
用
金
庫
▼

み

ず
ほ
銀
行
▼

み
ず
ほ
信
託
銀
行
▼

三
井

住
友
銀
行
▼

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
▼

武
蔵

野
銀
行
▼

り
そ
な
銀
行
▼

ゆ
う
ち
ょ
銀

行
▼

い
る
ま
野
農
業
協
同
組
合
（
本
店

は
取
り
扱
い
な
し
）

税
金
の
期
限
内
納
付
へ
の
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

収
税
課

L
2
2
4
‐
5
6
8
6

O
2
2
6
‐
2
5
3
8

収
税
課

L
2
2
4
‐
5
6
8
6

O
2
2
6
‐
2
5
3
8

あ
り
ま
す
。

　税
金
は
期
限
内
に
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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　平
日
に
来
庁
す
る
の
が
難
し
い
方

は
、
毎
月
第
２
・
第
４
土
曜
日
に
、
収

税
課
で
納
税
・
納
税
相
談
が
で
き
ま
す
。

　バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
た
納
付
書

で
あ
れ
ば
、

コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア

等
で
納
付
が

で
き
ま
す
。

平
日
に
金
融

機
関
へ
行
く

の
が
難
し
い

方
な
ど
は
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
納
付
が
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等

●
く
ら
し
ハ
ウ
ス
▼

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ス
ト
ア
▼

ス
リ
ー
エ
イ
ト
▼

生
活
彩
家

▼

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
▼

デ
イ
リ
ー
ヤ
マ

ザ
キ
▼

ニ
ュ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス

ト
ア
▼

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
▼

ポ
プ
ラ

▼

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
▼

ヤ
マ
ザ
キ
ス
ペ
シ

ャ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ョ
ッ
プ
▼

ヤ
マ
ザ

キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア
ー
▼

ロ
ー
ソ
ン
▼

ロ
ー
ソ
ン
・
ス
リ
ー
エ
フ
▼

Ｍ
Ｍ
Ｋ
設

置
店

■
以
下
の
場
合
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等
で
の
納
付
は
で
き
ま
せ
ん

●
納
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
▼
金
額
が

30
万
円
を
超
え
る
場
合
▼

金
額
の
訂
正

が
あ
る
場
合
▼

バ
ー
コ
ー
ド
の
印
字
が

今年度の市税などの納期

コ
ン
ビ
ニ
納
付
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

な
い
場
合
▼

バ
ー
コ
ー
ド
の
読
み
込
み

が
で
き
な
い
場
合

■
窓
口
で
請
求
す
る
場
合

　窓
口
で
請
求
す
る
際
は
、
次
の
物
を

持
参
し
て
、
収
税
課
（
本
庁
舎
２
階
）
・

市
民
セ
ン
タ
ー
・
南
連
絡
所
に
直
接
お

越
し
く
だ
さ
い
。

持 
ち
物
…
本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
親
族

の
場
合
＝
身
元
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
・
保
険
証
等
）
▼
代
理
人
の
場

合
＝
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

届
、
代
理
人
の
身
元
確
認
書
類
、
代

理
人
の
印
鑑

■
郵
送
で
請
求
す
る
場
合

　郵
送
先
は
〒
3
5
0
‐
8
6
0
1

川
越
市
役
所
収
税
課
管
理
担
当
。

請
求
に
必
要
な
物
…
納
税
証
明
書
交
付

申
請
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
）
、
必
要
枚
数
分
の
手
数

料
（
定
額
小
為
替
）
、
切
手
を
貼
っ
た
返

信
用
封
筒

＊
納
税
証
明
書
を
発
行
す
る
際
に
、
手

数
料
と
し
て
、
１
通
２
０
０
円
が
掛
か

り
ま
す
（
車
検
用
の
軽
自
動
車
税
の
納

税
証
明
書
は
無
料
）
。

　税
金
の
期
限
内
納
付
が
困
難
な
状
況

に
あ
る
場
合
は
、
お
早
め
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　災
害
や
盗
難
に
遭
っ
た
場
合
や
生
計

を
一
つ
に
す
る
親
族
が
病
気
・
負
傷
し

た
場
合
、
事
業
に
お
け
る
著
し
い
損
失

が
出
た
場
合
、
事
業
の
休
廃
止
を
し
た

場
合
な
ど
、

や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら

れ
る
事
情
が

あ

る

場

合

は
、
分
割
納

付
や
納
税
の

猶
予
な
ど
の
制
度
を
利
用
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

相
談
窓
口
…
収
税
課
（
本
庁
舎
2

階
）

納
税
が
厳
し
い
場
合
は

早
め
の
ご
相
談
を

平
日
の
来
庁
が
難
し
い

場
合
は

納
税
証
明
書
の
請
求
に

つ
い
て

納期限

10月31日㈭ 市・県民税（第3期）、国民健康保険税（第4期）、後期高齢者医療保険料（第4期）、介護保険料（第4期）

12月2日㈪ 固定資産税（第3期）、国民健康保険税（第5期）、後期高齢者医療保険料（第5期）、介護保険料（第5期）

来年1月6日㈪ 国民健康保険税（第6期）、後期高齢者医療保険料（第6期）、介護保険料（第6期）

来年1月31日㈮ 市・県民税（第4期）、国民健康保険税（第7期）、後期高齢者医療保険料（第7期）、介護保険料（第7期）

来年3月2日㈪ 固定資産税（第4期）、国民健康保険税（第8期）、後期高齢者医療保険料（第8期）、介護保険料（第8期）

問い

合わせ

　　　 　　市・県民税、固定資産税、国民健康保険税＝収税課L224－5686O226－2538

　　　 　　後期高齢者医療保険料＝高齢・障害医療課L224－5842O224－7318

　　　　　 介護保険料＝介護保険課L224－5817O224－5384

時 

間
…
午
前
8

時
30

分
～
正
午
（
納
税

相
談
の
受
け
付
け
は
午
前
11

時
30

分

ま
で
）


